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(57)【要約】
【課題】信頼性の高い脈波形の解析結果を得ることが可
能な脈波形解析方法、及びプログラムを提供する。
【解決手段】脈波形解析方法は、被験者の脈波を取得す
ることと、取得した脈波に基づいて、被験者の脈の異常
の有無を判定することと、被験者の体動を取得すること
と、取得した体動の大きさと設定された体動閾値との比
較に基づいて異常の有無の判定に対する体動の影響の有
無を判定し、体動の大きさが体動閾値を超えた場合に、
設定された影響期間、影響有りの判定を保持することと
、影響有りの判定がある場合に、異常の有無の判定結果
を除外する、又は異常の有無の判定結果の信頼度を低下
させることと、を備える。
【選択図】図２



(2) JP 2019-209041 A 2019.12.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の脈波を取得すること（Ｓ１０）と、
　取得した前記脈波に基づいて、前記被験者の脈の異常の有無を判定すること（Ｓ２０，
Ｓ３０，Ｓ４０）と、
　前記被験者の体動を取得すること（Ｓ６０）と、
　取得した前記体動の大きさと設定された体動閾値との比較に基づいて前記異常の有無の
判定に対する前記体動の影響の有無を判定し、前記体動の大きさが前記体動閾値を超えた
場合に、設定された影響期間、前記体動の影響有りの判定を保持すること（Ｓ６０，Ｓ７
０）と、
　前記影響有りの判定がある場合に、前記異常の有無の判定結果を除外する、又は異常の
有無の判定結果の信頼度を低下させること（Ｓ８０）と、を備える、
　脈波形解析方法。
【請求項２】
　前記影響有りの判定を保持することにおいて、前記被験者の脈の異常有りと判定された
ことを条件として、前記体動の影響の有無を判定する（Ｓ４０，Ｓ７０）、
　請求項１に記載の脈波形解析方法。
【請求項３】
　さらに、前記体動の動きの種類に応じて、前記影響期間を変化させること（Ｓ１１０）
、を備える、
　請求項１又は２に記載の脈波形解析方法。
【請求項４】
　前記異常の有無を判定することにおいて、取得した前記脈波の一拍ごとに、前記脈波の
ピークの間隔から所定期間における脈拍数を算出し、算出した前記脈拍数を用いて前記異
常の有無を判定する（Ｓ２０，Ｓ３０，Ｓ４０）、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の脈波形解析方法。
【請求項５】
　前記異常の有無を判定することにおいて、取得した前記脈波の一拍ごとに、前記脈波の
微分波形のピークの間隔から所定期間における脈拍数を算出し、算出した前記脈拍数を用
いて前記異常の有無を判定する（Ｓ２０，Ｓ３０，Ｓ４０）、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の脈波形解析方法。
【請求項６】
　前記異常の有無を判定することにおいて、取得した前記脈波の一拍ごとに、前記脈波の
微分波形の立ち上がりにおけるゼロクロスポイントの間隔から所定期間における脈拍数を
算出し、算出した脈拍数を用いて前記異常の有無を判定する（Ｓ２０，Ｓ３０，Ｓ４０）
、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の脈波形解析方法。
【請求項７】
　前記異常の有無を判定することにおいて、取得した前記脈波の波形と、予め記憶されて
いる正常な脈波の波形のテンプレートとを比較して、前記異常の有無を判定する、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の脈波形解析方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の脈波形解析方法をコンピュータに実行させるため
のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、脈波形を解析する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　脈波形は、心拍動、血管の状態、自律神経状態等を反映する生体情報と考えられている
。そのため、脈波を計測して取得した脈波形を解析して、人体の状態を評価する技術が提
案されている。しかしながら、脈波形は人体の状態に異常がある場合だけでなく、人体の
体動が生じた場合にも乱れる。そこで、特許文献１に記載の脈波計測装置は、脈波と同時
に体動も計測し、体動が大きい場合には、脈波形の解析を停止している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－７５４６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記脈波計測装置は、体動が発生している時刻だけ脈波形の解析を停止している。しか
しながら、本発明者は、体動は発生した瞬間だけ脈波形に影響を与えるわけではないとの
知見を得た。ひいては、本発明者は、体動が発生している時刻だけ脈波形の解析を停止し
ても、脈波形の解析結果に対する体動の影響を十分に除去できず、信頼性の高い解析結果
を得られない可能性があるとの知見を得た。
【０００５】
　本開示は、信頼性の高い脈波形の解析結果を得ることが可能な脈波形解析方法、及びプ
ログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一態様は、脈波形解析方法であって、被験者の脈波を取得することと、取得し
た脈波に基づいて、被験者の脈の異常の有無を判定することと、被験者の体動を取得する
ことと、取得した体動の大きさと設定された体動閾値との比較に基づいて異常の有無の判
定に対する体動の影響の有無を判定し、体動の大きさが体動閾値を超えた場合に、設定さ
れた影響期間、影響有りの判定を保持することと、影響有りの判定がある場合に、異常の
有無の判定結果を除外する、又は異常の有無の判定結果の信頼度を低下させることと、を
備える。
【０００７】
　本開示によれば、被験者の体動が取得され、体動の大きさと体動閾値との比較に基づい
て、被験者の脈の異常の有無の判定に対する体動の影響の有無が判定される。そして、体
動の大きさが設定された体動閾値を超えた場合に、設定された影響期間、影響有りの判定
が保持される。さらに、影響有りの判定がある場合には、被験者の脈の異常の有無の判定
結果が除外される、又は、被験者の脈の異常の有無の判定結果の信頼度が低下される。す
なわち、体動閾値を超える体動が発生した場合には、体動が発生した時刻だけでなく、体
動が発生してから体動の影響が継続する影響期間が経過するまで、被験者の脈の異常の有
無の判定結果が除外される、又は、被験者の脈の異常の有無の判定結果の信頼度が低下さ
れる。したがって、信頼性の高い脈波形の解析結果を得ることができる。
【０００８】
　なお、この欄及び特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一つの態様として後述す
る実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、本開示の技術的範囲を
限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】脈波計測装置の構成を示すブロック図である。
【図２】第１実施形態に係る脈の異常判定処理の手順を示すフローチャートである。
【図３】脈波センサにより検出される脈波のタイムチャートである。
【図４】脈波形を微分した微分波形である。
【図５】算出された脈拍数と異常判定閾値とを示すタイムチャートである。
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【図６】被験者が腕を下から上へ動かした場合における３軸の加速度のタイムチャートで
ある。
【図７】被験者が腕を上から下へ動かした場合における３軸の加速度のタイムチャートで
ある。
【図８】体動の大きさと体動閾値とを示すタイムチャートである。
【図９】被験者が腕を下から上へ動かした場合における脈波及び体動の大きさのタイムチ
ャートである。
【図１０】被験者が腕を下から上へ動かした場合における脈拍数のタイムチャートである
。
【図１１】第２実施形態に係る脈の異常判定処理の手順を示すフローチャートである。
【図１２】被験者が腕を上から下へ動かした場合における脈波及び体動の大きさのタイム
チャートである。
【図１３】被験者が腕を上から下へ動かした場合における脈拍数のタイムチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら、発明を実施するための形態を説明する。
　（第１実施形態）
　＜１．構成＞
　まず、本実施形態に係る脈波計測装置８０の構成について、図１を参照して説明する。
脈波計測装置８０は、脈波センサ１０と、加速度センサ２０と、制御部３０と、操作部４
１と、表示部４２と、通信装置４３と、充電部４４と、を備える。本実施形態では、脈波
計測装置８０は、被験者の手首などに装着可能な腕時計型の装置である。
【００１１】
　脈波センサ１０は、被験者の指や手首などの体の一部から脈波信号を検出可能なセンサ
である。脈波信号は、脈波を表す信号、より詳細には、被験者の脈波を反映して変動する
脈波変動成分を表す信号である。本実施形態では、脈波センサ１０は、脈波計測装置８０
に内蔵されて被験者の手首に装着され、被験者の手首から脈波信号を検出する。
【００１２】
　脈波センサ１０は、発光ダイオード（以下、ＬＥＤ）１１と、フォトトランジスタ（以
下、ＰＴ）１２と、ノイズフィルタ１３と、増幅回路１４と、を備える。ＬＥＤは、Ligh
t Emitting Diodeの略であり、ＰＴはPhototransistorの略である。
【００１３】
　ＬＥＤ１１は、制御部３０からの指示された出力強度で、被験者の例えば手首における
皮膚に対して可視光の光を照射する。この光の波長は、５０００Å～７０００Åである。
ＬＥＤ１１により照射された光の一部は、皮膚の毛細血管において反射され、反射光が生
じる。ＰＴ１２は、毛細血管内で生じた反射光を受光して電気信号として取り出し、取り
出した電気信号をノイズフィルタ１３へ出力する。取り出された電気信号は、被験者の脈
波を反映して変動する脈波信号である。なお、ＰＴ１２の代わりに、フォトダイオードを
用いてもよい。
【００１４】
　ノイズフィルタ１３は、脈波信号に含まれるノイズ（例えば、ホワイトノイズ）を除去
し、ノイズを除去した脈波信号を増幅回路１４へ出力する。増幅回路１４は、制御部３０
から指示されたゲインで脈波信号を増幅し、増幅した脈波信号を制御部３０へ出力する。
【００１５】
　加速度センサ２０は、ｘ軸方向、ｙ軸方向及びｚ軸方向の３方向のそれぞれについて、
加速度の向き及び大きさを表す加速度信号を検出し、検出した加速度信号を制御部３０へ
出力する。本実施形態では、加速度センサ２０は、脈波計測装置８０に内蔵されて被験者
の手首に装着され、被験者の体の加速度の向き及び大きさを検出する。
【００１６】
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　操作部４１は、ユーザの操作を受け、操作に対応した信号を制御部３０へ出力する。ユ
ーザの操作としては、脈波測定の開始を指示する操作などが含まれうる。ユーザは、被験
者自身であってもよいし、医療関係者などの被験者を補助する者であってもよい。
【００１７】
　表示部４２は、画像を表示可能なディスプレイである。通信装置４３は、外部と無線通
信又は有線通信を行う装置である。充電部４４は、脈波計測装置８０の各部分に電力を供
給する。
【００１８】
　制御部３０は、ＣＰＵ３１、ＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３、メモリ及びＩ／Ｏ等を備えたマ
イクロコンピュータを中心に構成されている。制御部３０の各種機能は、ＣＰＵ３１が非
遷移的実体的記録媒体に格納されたプログラムをロードして実行することにより実現され
る。本実施形態では、ＲＯＭ３２が非遷移的実体的記録媒体に相当する。また、ＣＰＵ３
１がプログラムを実行することにより、本実施形態に係る脈波形解析方法が実行される。
なお、制御部３０を構成するマイクロコンピュータの数は１つでも複数でもよい。また、
制御部３０を構成するこれらの要素を実現する手法はソフトウェアに限るものではなく、
その一部又は全部の要素を、論理回路やアナログ回路等を組み合わせたハードウェアを用
いて実現してもよい。
【００１９】
　＜２．処理＞
　次に、制御部３０が実行する被験者の脈の異常判定処理の手順について、図２のフロー
チャートを参照して説明する。制御部３０は、ユーザによりスタートスイッチが操作され
たことに応じて本処理を開始する。
【００２０】
　まず、Ｓ１０では、制御部３０は、脈波センサ１０から脈波信号のサンプリングデータ
である脈波データを取得し、メモリに蓄積する。
　続いて、Ｓ２０では、制御部３０は、Ｓ１０において取得した脈波データを用いて、一
拍ごとの脈拍数ＨＲを解析する。Ｓ１０において取得した脈波データの時系列をグラフに
すると、図３で示すような脈波形になる。この脈波形における各ピークが一拍に対応する
。制御部３０は、直近の一拍とその直前の一拍との間隔、すなわち直近のピークとその直
前のピークとの間隔の逆数を算出する。この逆数は１秒間の脈拍数を表す。よって、制御
部３０は、この逆数に６０をかけて、１分間の脈拍数ＨＲを算出し、算出した脈拍数ＨＲ
をメモリに蓄積する。
【００２１】
　あるいは、制御部３０は、図３に示す脈波形を微分して、図４に示す脈波の微分波形を
算出し、微分波形に基づいて、一拍ごとの脈拍数ＨＲを算出してもよい。図４において、
三角印は、微分波形の負のピークを示し、丸印は、微分波形の立ち上がりのゼロクロスポ
イントを示す。具体的には、制御部３０は、微分波形における直近の負のピークとその直
前の負のピークとの間隔、すなわち直近の谷とその直前の谷との間隔の逆数を算出し、算
出した逆数に６０をかけて、１分間の脈拍数ＨＲを算出してもよい。また、制御部３０は
、微分波形の立ち上がりにおける直近のゼロクロスポイントとその直前のゼロクロスポイ
ントとの間隔の逆数を算出し、算出した逆数に６０をかけて、１分間の脈拍数ＨＲを算出
してもよい。
【００２２】
　脈拍数の解析方法としては、一般に、ある一定期間における脈波形から一定期間におけ
る平均値の脈拍数を算出する方法（例えば、ＦＦＴ解析）が知られている。しかしながら
、このような平均値の脈拍数は、低頻度で発生する不整脈を精度良く検出するためには適
していない。すなわち、一定期間内に不整脈が発生しても、不整脈を示す脈拍数の異常値
と脈拍数の正常値とが平均されることで、平均値は正常範囲内の値となり、異常を検出で
きなることがある。一方、上述したように一拍ごとに算出された脈拍数ＨＲは、低頻度で
発生する不整脈を精度良く検出するために適している。
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【００２３】
　続いて、Ｓ３０において、制御部３０は、脈拍数の基準値ＨＲｓを算出する。例えば、
制御部３０は、直近の所定期間において算出した脈拍数ＨＲを移動平均して、基準値ＨＲ
ｓを算出する。その際、制御部３０は、それまでに算出した基準値ＨＲｓとの差分が比較
的大きい脈拍数ＨＲは除外して、基準値ＨＲｓを算出する。
【００２４】
　続いて、Ｓ４０では、制御部３０は、Ｓ２０において算出した脈拍数ＨＲと、Ｓ３０に
おいて算出した基準値ＨＲｓとを比較して、被験者の脈が異常か否か判定する。例えば、
図５に示すように、制御部３０は、基準値ＨＲｓに対する脈拍数ＨＲと基準値ＨＲｓとの
差分の大きさ、つまり｜ＨＲ－ＨＲｓ｜／ＨＲｓが、予め設定されている異常判定閾値Ｈ
Ｒｔｈよりも大きいか否か判定する。図５において、丸は脈拍数ＨＲを示し、破線は基準
値ＨＲｓを示す。
【００２５】
　制御部３０は、｜ＨＲ－ＨＲｓ｜／ＨＲｓがＨＲｔｈ以下の場合には、Ｓ５０の処理へ
進み、脈は正常であると判定して、Ｓ１０の処理へ戻る。一方、制御部３０は、｜ＨＲ－
ＨＲｓ｜／ＨＲｓがＨＲｔｈよりも大きい場合には、Ｓ６０の処理へ進む。
【００２６】
　Ｓ６０では、図８に示すように、制御部３０は、影響期間ｔ（秒）遡った時点から現時
点までのｔ秒間における体動の大きさの最大値Ｍを取得する。脈拍数ＨＲが変動する要因
は、脈拍数ＨＲが被験者の体動の影響を受けたこと、及び、被験者の脈に異常が生じたこ
と、の２つが考えられる。そこで、Ｓ６０では、制御部３０は、脈拍数ＨＲの異常が、体
動の影響を受けたことに伴うものか、被験者の脈に異常が生じたことに伴うものかを判別
するため、体動の大きさの最大値Ｍを取得する。
【００２７】
　具体的には、制御部３０は、加速度センサ２０からｘ軸方向、ｙ軸方向、及びｘ軸方向
のそれぞれの加速度信号を取得する。図６及び図７に、３方向の加速度の時間変化の例を
示す。図６は、被験者が腕を下から上に動かした場合における加速度の時間変化を示し、
図７は、被験者が腕を上から下へ動かした場合における加速度の時間変化を示す。図６及
び図７において、５１２の値が０を示し、５１２よりも大きい値は正の加速度、５１２よ
りも小さい値は負の加速度を示す。また、図６及び図７において、実線、鎖線、破線は、
それぞれ、ｘ軸方向、ｙ軸方向、ｚ軸方向における加速度を示す。各軸の加速度は、腕を
下から上へ動かした場合は、加速度は正の値から負の値に変化し、腕を上から下へ動かし
た場合は、加速度は負の値から正の値へ変化している。腕を動かしていないときは、重力
の影響を受けた値になっている。
【００２８】
　制御部３０は、加速度の大きさを、例えば、次の式（１）を用いて算出する。式（１）
において、Ｘｔｉ，Ｙｔｉ，Ｚｔｉは、時刻ｔｉにおける３軸の加速度を表し、Ｘｔｊ，
Ｙｔｊ，Ｚｔｊは、時刻ｔｊにおける３軸の加速度を表す。また、時刻ｔｉは現時点、時
刻ｔｊは時刻ｔｉよりも１つ前のサンプル点である。また、制御部３０は、加速度の大き
さの比から体動の向きを算出する。
【数１】

【００２９】
　ここで、被験者が腕を動かした場合、重力の影響等により血流の増減が発生し、血流を
元に戻そうとして血管の拡張または収縮させる生体反応が起こる。この生体反応は直ちに
完了するわけではなく、ある程度の時間を要するため、脈波が元の状態に戻るまでには相
当の時間がかかる。したがって、体動が生じた場合、脈波は、体動が生じた瞬間だけ体動
の影響を受けるのではなく、体動が生じてから所定の影響期間ｔが経過するまでの間、体
動の影響を受ける可能性がある。
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【００３０】
　よって、制御部３０は、図８に示すように、影響期間ｔ遡った時点から現時点までの期
間における、体動の大きさの最大値Ｍを取得する。影響期間ｔは、予め設定されている。
例えば、実験的に取得された体動と脈拍数のデータから、体動が影響する期間の最大値を
取得して、影響期間ｔに設定してもよい。影響期間ｔは、１秒以上、好ましくは２秒以上
に設定するとよい。
【００３１】
　続いて、Ｓ７０では、制御部３０は、Ｓ６０において取得した最大値Ｍと、予め設定さ
れている体動閾値Ｍｔｈとを比較する。例えば、実験的に取得された体動と脈拍数のデー
タから、脈拍数を変動させる体動の大きさの最小値を取得して、体動閾値Ｍｔｈに設定し
てもよい。そして、制御部３０は、最大値Ｍが体動閾値Ｍｔｈ以下の場合には、体動の影
響なしと判定して、Ｓ８０の処理へ進む。Ｓ８０では、制御部３０は、脈拍数ＨＲの異常
は、実際に被験者の脈が乱れていることに伴う異常と判別して、被験者の脈は異常である
と判定する。そして、Ｓ１０の処理へ戻る。
【００３２】
　一方、制御部３０は、最大値Ｍが体動閾値Ｍｔｈよりも大きい場合には、脈波数ＨＲの
異常は、体動の影響による異常と判別して、被験者の脈の異常の有無を判定できないと判
定する。図９及び図１０は、影響期間ｔを４秒とした場合における、脈波、体動の大きさ
、脈拍数の時間変化の例を示す。図９及び図１０に示す例では、異常な脈拍数ＨＲが検出
された時点から４秒遡った時点までの期間に、体動閾値Ｍｔｈよりも大きい体動が検出さ
れている。よって、異常な脈拍数ＨＲは、体動の影響による異常と判別される。この例の
場合、影響期間ｔを設けずに、瞬間的な体動の大きさで体動の影響の有無を判別すると、
異常な脈拍数ＨＲは、体動の影響によるものではなく、実際に被験者の脈が乱れているこ
とによるものと判別されてしまう。
【００３３】
　なお、制御部３０は、被験者の脈の異常の有無を判定できないと判定する代わりに、被
験者の脈は異常であると判定し、その判定結果の信頼度を、Ｓ８０における判定結果の信
頼度すなわち体動の影響がない場合における判定結果の信頼度よりも低下させてもよい。
そして、Ｓ１０の処理へ戻る。
【００３４】
　＜３．効果＞
　以上説明した第１実施形態によれば、以下の効果が得られる。
　（１）被験者の体動が取得され、被験者の脈の異常の有無の判定に対する体動の影響の
有無が判定される。そして、体動の大きさが設定された体動閾値Ｍｔｈを超えた場合に、
体動の影響有りと判定され、設定された影響期間ｔ、影響有りの判定が保持される。さら
に、影響有りの判定がある場合には、被験者の脈の異常の有無の判定ができないと判定さ
れる、又は、被験者の脈の異常の有りの判定結果の信頼度が低下される。すなわち、体動
閾値Ｍｔｈを超える体動が発生した場合には、体動が発生した時刻だけでなく、体動が発
生してから影響期間ｔが経過するまで、被験者の脈の異常の有無の判定ができないとされ
る、又は、被験者の脈の異常の有りの判定結果の信頼度が低下される。したがって、信頼
性の高い脈波形の解析結果を得ることができる。
【００３５】
　（２）体動閾値Ｍｔｈを超える体動が発生しても正常な脈波を検出できることがある。
よって、正常な脈拍数ＨＲが検出された場合には、体動の影響の有無を判定しない。すな
わち、脈拍数ＨＲが異常と判定されたことを条件として、体動の影響の有無を判定する。
これによって、制御部３０の処理負荷を軽減することができる。また、正常な脈拍数ＨＲ
が検出された場合には、体動の影響の有無を判定しないことによって、体動閾値Ｍｔｈを
超える体動が発生しているか否かにかかわらず、脈波形の解析結果を得ることができる。
【００３６】
　（３）一拍ごとに脈拍数ＨＲを算出することにより、頻度の低い不整脈であっても精度
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良く検出することができる。
【００３７】
　（第２実施形態）
　＜１．第１実施形態との相違点＞
　第２実施形態は、基本的な構成は第１実施形態と同様であるため、共通する構成につい
ては説明を省略し、相違点を中心に説明する。なお、第１実施形態と同じ符号は、同一の
構成を示すものであって、先行する説明を参照する。
【００３８】
　前述した第１実施形態では、予め設定された固定の影響期間ｔを用いた。これに対し、
第２実施形態では、処理サイクルごとに、検出された体動に基づいて影響期間ｔを変化さ
せる点で、第１実施形態と相違する。
【００３９】
　＜２．処理＞
　次に、制御部３０が実行する脈拍数の異常判定処理の手順について、図１１のフローチ
ャートを参照して説明する。図１１のフローチャートでは、制御部３０は、図２のフロー
チャートに示す処理に加えて、Ｓ４０の処理とＳ６０の処理との間に、Ｓ１００の処理と
Ｓ１１０の処理を実行する。すなわち、制御部３０は、｜ＨＲ－ＨＲｓ｜／ＨＲｓがＨＲ
ｔｈよりも大きい場合には、Ｓ１００の処理へ進む。
【００４０】
　Ｓ１００では、制御部３０は、３軸の加速度の変化から被験者の体の動きを推定する。
詳しくは、制御部３０は、体動の大きさ及び／又は向きを算出し、算出した体動の大きさ
及び／又は向きをメモリに蓄積する。
【００４１】
　続いて、Ｓ１１０では、制御部３０は、体動の種類、具体的には体動の大きさ及び向き
の少なくとも一方に応じて、影響期間ｔを変化させて、影響期間ｔを決定する。例えば、
過去に取得した体動の大きさ及び／又は向きのデータと、体動の影響期間のデータとの統
計から、体動の大きさ及び／又は向きと、影響期間とのマップを作成してメモリに記憶し
ておく。体動の影響期間のデータは、脈拍数ＨＲの異常の発生時刻と体動の発生時刻との
差分から検出したデータである。そして、制御部３０は、Ｓ１００において算出した体動
の大きさ及び／又は向きと、メモリに記憶されているマップとを照合して、影響期間ｔを
決定する。
【００４２】
　あるいは、制御部３０は、蓄積されている体動の大きさ及び／又は向きのデータと、体
動の影響期間のデータとに基づいて、Ｓ１００において算出した体動の大きさ及び／又は
向きにおける影響期間を予測して、影響期間ｔを決定してもよい。
【００４３】
　図１２及び図１３は、体動の大きさが比較的小さいことに応じて、影響期間ｔを比較的
短い期間（具体的には２秒）にした場合における、脈波、体動の大きさ、脈拍数の時間変
化の例を示す。図１２及び図１３に示す例では、異常な脈拍数ＨＲが検出された時点から
２秒遡った時点までの期間に、体動閾値Ｍｔｈよりも大きい体動が検出されている。
【００４４】
　＜３．効果＞
　以上説明した第２実施形態によれば、前述した第１実施形態の効果（１）～（３）に加
え、以下の効果が得られる。
【００４５】
　（４）体動の向きや大きさによって、体動の影響が継続する期間が変わるため、体動の
向きや大きさに応じて影響期間ｔを変化させることにより、より信頼性の高い脈波形の解
析結果を得ることができる。
【００４６】
　（他の実施形態）
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　以上、本開示を実施するための形態について説明したが、本開示は上述の実施形態に限
定されることなく、種々変形して実施することができる。
【００４７】
　（ａ）上記実施形態では、脈波形から脈拍数ＨＲを算出し、脈拍数ＨＲに基づいて脈の
異常の有無を判定したが、本開示はこれに限定されるものではない。例えば、正常な脈波
形のテンプレートをメモリに記憶しておき、取得した脈波形とテンプレートとを比較して
、テンプレートに対する脈波形のずれが閾値よりも大きい場合に、脈の異常を検出しても
よい。
【００４８】
　（ｂ）上記実施形態では、脈波センサ１０によって脈波情報を取得したが、脈波情報を
取得する手段は脈波センサ１０に限定されるものではない。例えば、脈波の伝播に応じて
生じる生体インピーダンの変化によって生じる電圧変化を検出するインピーダンス式のセ
ンサを用いて脈波情報を取得してもよい。また、被験者の血管を撮影した画像から、脈波
の伝播に応じて生じる輝度の変化を検出して、脈波情報を取得してもよい。
【００４９】
　（ｃ）上記実施形態では、脈波センサ１０と加速度センサ２０の両方が、脈波計測装置
８０に内蔵されていたが、加速度センサ２０は、脈波計測装置８０に内蔵されていない外
部装置であってもよい。
【００５０】
　（ｄ）上記実施形態では異常判定を制御部３０のＣＰＵ３１で行っているが、通信装置
４３を用いて外部へ脈波データを転送し、外部装置で判定をする構成であってもよい。
【００５１】
　（ｅ）上記実施形態における１つの構成要素が有する複数の機能を、複数の構成要素に
よって実現したり、１つの構成要素が有する１つの機能を、複数の構成要素によって実現
したりしてもよい。また、複数の構成要素が有する複数の機能を、１つの構成要素によっ
て実現したり、複数の構成要素によって実現される１つの機能を、１つの構成要素によっ
て実現したりしてもよい。また、上記実施形態の構成の一部を省略してもよい。また、上
記実施形態の構成の少なくとも一部を、他の上記実施形態の構成に対して付加又は置換し
てもよい。なお、特許請求の範囲に記載した文言のみによって特定される技術思想に含ま
れるあらゆる態様が本開示の実施形態である。
【００５２】
　（ｆ）上述した脈波形解析方法、プログラムの他、このプログラムを記録した半導体メ
モリ等の非遷移的実態的記録媒体、脈波形解析方法を実行する脈波計測装置など、種々の
形態で本開示を実現することもできる。
【符号の説明】
【００５３】
　１０…脈波センサ、２０…加速度センサ、３０…制御部、８０…脈波計測装置。
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